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コンプライアンス

基本的な考え方
東レグループでは、企業理念に沿って革新技術・先端材料

を生かし、世界の重要な課題に取り組むことで社会への貢献
を実現しています。そのためには、様々なステークホルダーと
信頼関係を構築し、維持することが必要となります。そして、こ
の信頼を得るには全ての事業活動に関わる各国の法令を遵

守し、誠実に行動することが欠かせません。そこで、経営トップ
が自ら率先してコンプライアンスを最優先課題として取り組
むと共に、グループ内はもちろん、サプライヤーに対しても倫
理・コンプライアンスの推進を求めています。

倫理・コンプライアンス体制
東レ（株）は、全社委員会として社長を委員長、執行役員を

委員とする「倫理・コンプライアンス委員会」を設置し、労使一
体となって倫理やコンプライアンスに関する方針審議や対策
協議を行っています。更に東レグループで設けている内部通
報制度の運用状況（通報（相談）件数及び内容等）を、倫理・コ
ンプライアンス委員会を通じて取締役会に報告しています。

2024年度は、本委員会を2回開催し、東レグループの2023
年度の倫理・コンプライアンス活動結果及び2024年度の活動
計画・進捗状況について審議・協議したほか、コンプライアン
ス月間等の個別施策についても協議しました。各職場におい

ては、各本部・部門長をリーダーとしたトップダウンの取り組
みから、ミドル層を起点に各職場で求められる活動をミドル
層が自ら考え実行し、活動を通して得られた意見をトップに
届けるミドルアップダウンの取り組みにシフトして活動を推進
しています。

国内・海外関係会社については、倫理・コンプライアンス委
員会の下部組織として「国内関係会社コンプライアンス会議」
及び「海外関係会社コンプライアンス会議」を設置し、各社、
各国・地域でのコンプライアンス活動の検討・推進を行ってい
ます。

倫理・コンプライアンス行動規範
東レグループの役員・社員が守るべき重要なルールとして

の行動規範や、ヘルプライン、倫理・コンプライアンス推進体
制などをまとめた「倫理・コンプライアンス行動規範」（2023
年6月改定）を定め、その内容については、社長を委員長、執

行役員を委員とする倫理・コンプライアンス委員会において
定期的に見直し、本委員会を通じて取締役に報告していま
す。また、本行動規範を東レグループの全ての役員・社員（嘱
託、パート、派遣を含む）に周知徹底しています。

倫理・コンプライアンス教育の取り組み
東レ（株）では、社内イントラネット上に「CSR・法令遵守共通

情報」を設置して情報を共有しています。更に、東レグループ全
体では、業務と密接に関連する国内外の重要な法律・コンプラ
イアンス情報を発信し、各職場における勉強会や企業不祥事
の事例研究会の開催等、職場での話し合いを推進しています。

2012年度から、東レの全ての役員・社員（嘱託、パート、派遣
を含む）を対象に「東レ倫理・コンプライアンスeラーニング」を
継続的に実施し、当社の行動規範や内部通報制度浸透に向
けた説明のほか、贈収賄防止や人権・ハラスメントに関する事
例学習等、年度ごとにテーマを設定して実施しています。

2024年度は、「倫理・コンプライアンス行動規範」及び東レ
グループの内部通報制度をテーマに実施し、対象者の99.8%
が受講の上、「倫理・コンプライアンス行動規範」の内容を理
解し遵守する旨の署名を実施しました。更なる浸透に向けて、
引き続き情報発信・教育を進めていきます。また、国内関係会
社においても、同様の教材を活用し、教育を実施しています。

更に、東レでは従業員個人の倫理・コンプライアンスに関す
る取り組みを個人の評価及び報酬と紐付けるため、業績評価
における評価基準に、「安全・CSR・品質保証・コンプライアン
ス」の評価項目を設けています。

内部通報制度の整備と運用
2003年度に構築した内部通報制度「企業倫理・法令遵守

ヘルプライン」を、2010年度から国内関係会社も含めて運用
しています。

東レ（株）では、社内の通報・相談窓口として、各事業場・工

場に窓口を設置しているほか、倫理・コンプライアンス委員会
事務局宛の専用連絡ルート（Eメール、社内イントラネット上
の専用フォーム）を設けています。

国内関係会社でも、各社で社内窓口を設置しています。更

に、国内の東レグループ共通の社外窓口を設置することで、よ
り通報（相談）しやすい仕組みとしています。また、海外関係会
社では、窓口を社内・社外・地域共通から選択して各社で設置
しています。そして、各国・地域の法令や慣習等を踏まえて事情
ヒアリングや調査を丁寧に行い、適宜、解決しています。

これらに加え、独占禁止法・贈収賄規制違反などの重大不
正事案に関して、東レ（株）が東レグループ各社から直接通報
を受け付ける「重大不正事案に関する内部通報制度」を導入
しています。

2024年度は、東レグループ全体で計141件の内部通報（相
談）を受け付け、懲戒処分に至った件数は不適切な費用処理
等コンプライアンスに関する通報（相談）で6件、ハラスメント
等人権に関する通報（相談）で7件、その他の通報（相談）で6
件の計19件でした。通報（相談）者に不利益が生じないよう、
細心の注意を払って事実関係を調査し、問題が確認された場

合には、問題解決に向けた取り組みや就業規則などの各社
社内規則に則った措置を進めました。

品質保証コンプライアンスの強化
東レグループでは、グループ全体の品質保証コンプライアン

ス強化のため、主に次の5つの課題に取り組んでいきます。

1. �「『品質保証体制のあるべき姿』のガイドライン」に
基づいた品質保証体制の実現

東レ（株）及び国内外関係会社は、各部署が品質保証体制
強化に向けて担うべき役割を規定した「『品質保証体制のあ
るべき姿』のガイドライン」に準じた品質保証体制を構築し、
お客様の要求を確実に満たす品質保証力の維持・強化を図っ
ています。

2. �監査機能強化による東レグループ全体の
品質保証力のレベル向上

東レ（株）の各事業を担当するそれぞれの品質保証部署に
よる国内外関係会社の監査、品質保証副本部長・品質保証企
画管理部による各品質保証部署の監査、各品質保証部署の
相互監査等を確実に実施することにより、東レグループ全体
の品質保証力のレベルアップを図っています。

3. 不正をしない人づくりと職場風土の醸成
2020年度より、毎年11月の「品質月間」に合わせて東レグ

ループでも11月を品質保証強化月間と定め、品質保証コンプ
ライアンス教育を実施しています。東レ（株）及び国内外関係
会社へ教育資料を提供することにより、各部署・各社が主体
的に教育を進めました。（2024年度受講者：24,841名）

4. 品質（保証）に関するお客様との契約の適正化
契約時の指針を定めた「品質保証に関する契約のガイドラ

イン」に基づき、契約の総点検・見直し・適正化の取り組みを
東レ（株）及び国内外関係会社に展開し、継続して取り組みを
推進しています。

5. 不正をさせない品質データ管理システムの整備
測定の自動化、測定データの自動転送、検査成績書の自動

発行等、極力人手が介在しないデータ管理システムの構築を
東レ（株）及び国内外関係会社にて進めています。

独占禁止法の遵守及び腐敗防止・贈収賄の禁止
1. 独占禁止法の遵守

「倫理・コンプライアンス行動規範」において、東レグループ
の全ての役員・社員が守るべき独占禁止法に関する行動規
範を明示しています。また、独占禁止法に関する教育資料に
ついても、東レグループの全社員向けに日本語と英語で作

成しています。日本国内では、独占禁止法遵守プログラムや
独占禁止法レッドカードも作成し、各部署で活用しています。
2024年度において反競争的行為、反トラスト、独占的慣行に
より東レグループが受けた法的措置はありません。

不適切な費用処理等コンプライアンスに関する通報（相談）
ハラスメント等人権に関する通報（相談） その他の通報（相談）
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2. 腐敗防止・贈収賄の禁止
2020年1月に贈収賄防止規程を新たに策定し、公務員や

取引先との間の贈賄・収賄を明確に禁止すると共に、公務員
や取引先との間の金品等の提供や受領についての承認・報
告ルールを設けました。同様のルールを国内関係会社及び
海外関係会社でも導入しています。

「倫理・コンプライアンス行動規範」では、東レグループの
全ての役員・社員が守るべき腐敗防止・贈収賄の禁止に関
する行動規範を明示しています。また、これに付随する「腐敗

防止・贈収賄の禁止に関するガイドライン」と教育資料につ
いても、東レグループの全社員向けに日本語と英語で作成
し、全社的に共有しています。なお、2024年度において腐敗
防止・贈収賄の禁止により東レグループが受けた法的措置
はありません。

東レ（株）では2024年10月、全ての役員・社員（嘱託、パー
ト、派遣を含む）を対象に独占禁止法の遵守や腐敗防止・
贈収賄の禁止の内容を含む「倫理・コンプライアンス行動規
範」に関するeラーニングを実施し、7,365名が受講しました。

個人情報の保護
東レ（株）では、「個人情報の保護に関する法律」を遵守す

るため、個人情報管理規程を定め、管理体制や管理手法を
確立し、個人情報を保有する各部署において適切な管理を
行っています。また、各部署における管理状況を定期的に査
察しています。

2024年度は、個人情報に関する不服申し立てや漏洩はあ
りませんでした。更に、主な国内・海外関係会社についても、
各社の規程類に定めた管理体制や管理手法に則り、適切な
管理を行っています。

「ミッションBEAR」活動の推進
東レグループは、2018年度からの施

策として、「正しいことを正しくやる、強
い心」というスローガンを掲げ、以下の4
つのコンプライアンス行動プリンシプル
を定め、より一層実効性のある取り組
みを推進しています。

コンプライアンス行動プリンシプル
B：Be fair, be honest and have integrity

（フェア、正直、そして強い心）
E：Encourage respect and communication

（リスペクトとコミュニケーション）
A：Adopt a “genba” approach – Look to the facts!

（現場主義）
R：Responsibility as a member of our excellent company

（エクセレントカンパニーの一員としての責任）

コンプライアンス行動プリンシプルの頭文字を取った「ミッ
ションBEAR」活動では、東レグループ各社でコンプライアン
スに関する宣言や対応計画を策定し、各社の実態に則した
取り組みを実行しています。これらの各社の取り組みについ
て、定期的にフォローアップを実施すると共に、各社の良い取
り組みをグループ内で共有し、各社が自律的にコンプライア
ンス活動を深化させることを推奨しています。

2024年度は、引き続き各社のコンプライアンス推進活動の
支援と、コンプライアンス強化月間をはじめとするコンプライ
アンスに関する取り組みの共有、コンプライアンス意識アン
ケートの結果の共有とその活用を積極的に行いました。これ
らの活動を通して、地域・事業内容を意識したリスク対応を
強化し、「強い心–strong heart（integrity）」を中心とした企
業文化を構築していきます。

安全保障貿易管理の徹底
安全保障貿易管理では、従来の大量破壊兵器等の拡散懸

念に加えて、国際的な安全保障バランスの変化なども考慮し
て、リスクマネジメントを図る必要性が高まっています。　

2024年度は、輸出や技術提供に関わる本部（部門）の役員
等を委員とする安全保障貿易管理委員会を開催し、最新の

国際情勢や法令改正の動向等を踏まえ、対処すべきリスク
を検討し、2025年度の施策を決定しました。また、委員は本
部（部門）安全保障貿易管理委員会を開催し、全社的な施策
の周知徹底を図ると共に、所管する部署や関係会社におけ
る留意事項等について追加的な施策を実施しています。

コンプライアンス リスクマネジメント

なお、定期的なリスクの洗い出しにあたっては、以下のプロ
セスで実施しています。

① �東レグループを取り巻くリスク（「経営環境」「災害」「業務」
「E（環境）」「S（社会）」「G（ガバナンス）」）の区分で網羅

的に整理した100項目を超えるリスクを対象に、当社及
び国内外関係会社におけるリスクの切迫状況や具体的
な懸念の状況を把握するためのアンケート調査を実施。

② �アンケート調査で得られた情報を集約・分析のうえ、リス
ク関係部署及び経営層を対象にリスク認識・課題や対
処についてディスカッションを実施。

③ �アンケートの分析、ディスカッションで得られた情報を総
合し、全社横断的に対応する「優先対応リスク」の案を取
りまとめ、リスクマネジメント委員会で審議・決定。各事
業本部においてもそれぞれ対処すべきリスクを設定。

リスクマネジメント体制
東レグループでは、周辺環境の変化により急激に顕在化す

るリスクへの対応や、危機発生時に迅速に対応するため、東レ
（株）の総務・法務・リスクマネジメント部門長を委員長とする
「リスクマネジメント委員会」を設置し、取締役会及びトップ
マネジメントと緊密に意思疎通を行い、経営戦略の一環とし
てリスクマネジメントを推進しています。また、リスクマネジメ
ント委員会の下部組織として海外危機管理委員会、現地危機
管理委員会を設置し、平時の社員の海外渡航管理や海外リス
ク情報収集を行っています。

リスクマネジメント活動
東レグループでは、平時のリスク管理として、「優先対応リス

ク」及び「特定リスク」を管理するPDCAサイクルを構築し、活
動しています。また、これらの活動内容については、東レ（株）
監査部が半期ごとに内部監査を実施しています。

「優先対応リスク」は中期経営課題策定に合わせて3年に1
度、網羅的に洗い出したリスクを評価し、潜在リスク度（発生
確率×影響度）の高いものから特定しています。その後、重点

的にリスクを低減するため、各リスクに対する推進責任部署
を定めています。「特定リスク」は、国内外のリスク動向を定常
的に注視し、調査・分析を行い、経営に重大な影響を及ぼす
可能性のあるリスクを検出・評価し、トップマネジメントと協
議の上で設定しています。「特定リスク」は短期で惹起したリス
クへの対応が可能で、3年を1期としている「優先対応リスク」
と補完関係にあります。

危機発生時の報告有事

平時

危機レベルの評価 危機レベルに応じた即応体制の構築・対応実施

定期フォローによる活動改善

対応体制の
構築

定期的な網羅的リスク評価

リスクアンケート 潜在リスク度評価 リスクマネジメント
委員会審議

組織的情報収集 リスクの検出評価 トップマネジメント
と協議

優先対応リスク

対応の要否判断検出・評価 低減

特定リスク

定常的なリスク動向注視
リスク
低減活動

活動状況
フォロー

活動状況報告推進施策指示 報告指示

報告監督・意思決定

報告指示
報告指示

リスクマネジメント委員会
委員長：総務・法務・リスクマネジメント部門長
事務局：総務・法務・リスクマネジメント部門 リスクマネジメントグループ

優先対応リスク低減活動

業務執行機能

海外危機管理委員会

取締役会

（各国・地域）
現地危機管理委員会

優先対応リスク推進責任部署

東レ本体・国内外関係会社

リスクマネジメント委員会体制

中期経営課題
達成

E（環境）
気候変動、水利用、生物多様性、
漏出・廃棄物、環境規制・社会的要請

S（社会）
労働安全衛生、労使、人権侵害、

人材確保、技術・ノウハウ・能力、士気・モラル

経営環境
国家・政治、経済、社会、技術、業界

業務
契約、取引、調達、製造輸送・納品、製品・サービス、管理、施設・設備事故、社会インフラ

災害
自然災害、人為災害

G（ガバナンス）
コンプライアンス、情報セキュリティ、知財、財務、
IR・広報・コミュニケーション、リスク管理

変化する事業環境

事業・業務の遂行

果たすべき責任

中期経営課題達成を阻害するリスクの洗い出し




